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【公表日】平成27年11月26日(2015.11.26)
【年通号数】公開・登録公報2015-074
【出願番号】特願2015-541298(P2015-541298)
【国際特許分類】
   Ｂ２３Ｃ   5/10     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年9月13日(2016.9.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転軸（ＡＲ）の周りを回転するように構成されたラジアスエンドミルであって、
　シャンク部分；および
　前記シャンク部分から延在し、直径（Ｄ）を有する切削部分を含み、
　前記切削部分が、
　条件２０°＜Ｈ＜６０°を満たすねじれ角Ｈを有し、溝すくい面を含むねじれ溝；
　前記溝すくい面に隣接して延在する切れ刃を含み、条件Ｒ＞０．１５Ｄを満たすコーナ
ー半径Ｒを有するコーナーセクターを含む切削刃であって、前記コーナーセクターの第１
ハーフセクターが前記コーナーセクターの仮想二等分線から半径方向接線地点まで延在し
、前記コーナーセクターの第２ハーフセクターが前記仮想二等分線から軸方向接線地点ま
で延在し、前記第１および第２ハーフセクターが前記仮想二等分線の周りで等しい角度に
対している、切削刃；
　前記切れ刃および前記溝すくい面に隣接して延在する底刃ギャッシュ面；および
　前記切れ刃に沿って、前記第２ハーフセクターに位置付けられた第１末端から、前記第
１ハーフセクターから離れる方向に延在し、かつ前記底刃ギャッシュ面と前記溝すくい面
を混合する混合ギャッシュ
を含む、ラジアスエンドミル。
【請求項２】
　前記第２ハーフセクターが、横断中心角を有する横断サブセクターを含み、前記横断サ
ブセクターが前記第１ハーフセクターから遠位に位置付けられ、前記混合ギャッシュが、
前記第２ハーフセクターに広がり、前記横断サブセクターを横断する、請求項１に記載の
ラジアスエンドミル。
【請求項３】
　前記横断中心角が１０°または２５°である、請求項２に記載のラジアスエンドミル。
【請求項４】
　前記混合ギャッシュが、仮想軸方向線および前記第２ハーフセクターから離間された第
２末端まで延在し、前記仮想軸方向線がセクター中心点から前記軸方向接線地点まで延在
する、請求項１～３のいずれか一項に記載のラジアスエンドミル。
【請求項５】
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　前記第２末端が、前記セクター中心点から前記切れ刃まで延在する仮想末端線に沿って
位置付けられ、前記仮想末端線が、鋭角の末端角α３を前記仮想軸方向線と形成し、条件
：３°≦α３≦３０°を満たす、請求項４に記載のラジアスエンドミル。
【請求項６】
　前記末端角α３が条件：５°≦α３≦２０°を満たす、請求項５に記載のラジアスエン
ドミル。
【請求項７】
　前記第２ハーフセクターが、境界中心角を有する境界サブセクターを含み、前記境界サ
ブセクターが前記仮想二等分線から延在し、前記混合ギャッシュが前記境界サブセクター
に広がらない、請求項１～６のいずれか一項に記載のラジアスエンドミル。
【請求項８】
　前記境界中心角が１°または２°である、請求項７に記載のラジアスエンドミル。
【請求項９】
　前記切れ刃、混合ギャッシュおよび溝すくい面の交差部分に形成される不連続部が、前
記軸方向側に位置付けられる、請求項１～８のいずれか一項に記載のラジアスエンドミル
。
【請求項１０】
　前記不連続部が少なくとも１°の不連続部角度または少なくとも２°の不連続部角度を
形成する、請求項９に記載のラジアスエンドミル。
【請求項１１】
　前記不連続部が最大でも１０°の不連続部角度を形成する、請求項９または１０に記載
のラジアスエンドミル。
【請求項１２】
　前記切れ刃の半径方向部分の全体に沿った半径方向すくい角が正の値を有する、請求項
１～１１のいずれか一項に記載のラジアスエンドミル。
【請求項１３】
　前記半径方向すくい角の全ての値が５°以上である、請求項１２に記載のラジアスエン
ドミル。
【請求項１４】
　４２ＨＲｃ未満のロックウェル硬さを有する工作物材料を切削するために構成される、
請求項１～１３のいずれか一項に記載のラジアスエンドミル。
【請求項１５】
　前記ねじれ角Ｈが条件３５°≦Ｈ≦４５°を満たす、請求項１～１４のいずれか一項に
記載のラジアスエンドミル。
【請求項１６】
　前記混合ギャッシュよりも前記半径方向接線地点に近い、前記切れ刃の前記コーナーセ
クターのギャッシュを設けられないコーナー領域が、前記切れ刃の前記混合ギャッシュの
すくい角よりも少なくとも５°大きいすくい角を有する、請求項１～１５のいずれか一項
に記載のラジアスエンドミル。
【請求項１７】
　前記ギャッシュを設けられないコーナー領域が前記第２ハーフセクターの境界サブセク
ターにある、請求項１６に記載のラジアスエンドミル。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか一項で定義されるような、混合ギャッシュを含む少なくとも
１つのさらなるねじれ溝および関連する切削刃をさらに含む、請求項１～１７のいずれか
一項に記載のラジアスエンドミル。
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